
は
じ
め
に

本
論
は
中
国
に
お
け
る
普
通
話
（
共
通
語
）
政
策
を
言
語
危
機
と
い
う
新
た
な
視
点
か
ら
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
・
「
普
通
話

と
は
何
か
」
で
は
、
普
通
話
の
形
成
過
程
と
普
及
意
義
に
つ
い
て
、
二
・
「
普
通
話
政
策
」
で
は
、
全
国
共
通
の
普
通
話
政
策
、
そ
し

て
少
数
民
族
に
対
す
る
言
語
政
策
の
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
る
。

普
通
話
は
、
一
九
五
五
年
に
正
式
に
中
国
の
共
通
語
と
し
て
定
義
さ
れ
て
以
来
、
全
国
に
普
及
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
普
通
話
と

い
う
共
通
語
の
存
在
は
五
六
も
の
民
族
が
共
存
す
る
中
国
に
お
い
て
は
民
族
間
、
地
域
間
交
流
の
促
進
、
様
々
な
分
野
の
発
展
に
大
い

に
貢
献
す
る
。
ま
た
、
五
五
の
政
府
公
認
の
少
数
民
族
語
に
関
す
る
保
護
も
国
や
地
方
の
法
律
・
法
規
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
国
家
非
公
認
の
少
数
民
族
語
保
護
に
関
す
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
言
語
危
機
を
い
っ
そ
う
加
速
さ
せ
る

側
面
が
あ
る
こ
と
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
、
本
論
で
は
現
在
中
国
で
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
普
通
話
（
共
通
語
）
政
策

と
言
語
危
機
の
関
連
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

言
語
危
機
か
ら
み
る
中
国
の
共
通
語
政
策

宮
　
本
　
大
　
輔
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一
・
普
通
話
と
は
何
か

一
・
一
　
普
通
話
の
形
成
過
程

普
通
話
が
正
式
に
定
義
さ
れ
た
の
は
一
九
五
六
年
で
あ
る
。
だ
が
、
中
国
に
お
け
る
威
信
言
語
と
い
う
意
味
で
の
共
通
語
の
存
在
は
、

遠
く
周
代
（
B
・
C
・
一
一
世
紀
〜
B
・
C
・
二
二
一
年
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
は
そ
れ
を
「
雅
言
」
―
即
ち
、

正
し
い
言
語
と
呼
ん
で
い
た
。
諸
子
百
家
の
先
駆
け
で
あ
る
孔
子
は
、
全
国
を
巡
り
、
仁
を
説
い
た
が
、
そ
の
際
用
い
た
の
は
、
彼
の

故
郷
で
あ
る
魯
国
の
方
言
で
は
な
く
、
各
地
で
通
用
す
る
雅
言
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、『
詩
経
』、『
易
伝
』、『
論
語
』
な

ど
の
先
秦
時
代
の
文
献
が
、
こ
の
「
雅
言
」
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
こ
の
「
雅
言
」
を

重
視
し
、
よ
く
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
漢
末
期
の
文
学
者
揚
雄
（
１
）
が
編
集
し
た
『
方
言
』（
２
）
で
は
、
方
言
と
相
反
す
る
概
念
を
表
す
も
の
と
し
て
「
通
語
」

（
３
）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
雅
言
」「
通
語
」
の
中
で
も
、「
雅
言
」
は
、
周
代
の
主
体
民
族
、
即
ち
周
民
族
（
中
国
以
西
、
西
北
の
遊
牧
民
族
（
王
柯

二
〇
〇
五
））
の
言
語
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
、
当
時
の
国
内
の
言
語
、
或
い
は
方
言
の
不
一
致
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
妨
げ
、

全
国
統
一
に
不
利
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
態
が
「
雅
言
」
を
形
成
す
る
文
化
的
背
景
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
、
南
北
朝
期
に
入
る

と
、
中
原
地
域
に
は
北
方
か
ら
侵
入
し
て
き
た
少
数
民
族
が
割
拠
す
る
状
況
と
な
る
が
、
統
治
民
族
の
入
れ
替
わ
り
が
激
し
か
っ
た
た

め
、
少
数
民
族
言
語
が
威
信
言
語
に
ま
で
至
る
こ
と
は
な
く
、
結
局
、
多
く
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
漢
民
族
に
同
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な

同
化
現
象
を
促
進
さ
せ
た
言
語
政
策
の
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
北
魏
の
孝
文
帝
が
四
九
五
年
に
施
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
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「
太
和
十
九
（
四
九
五
）
年
六
月
巳
亥
、
朝
廷
内
に
お
い
て
鮮
卑
語
を
話
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
し
た
者
は
、
罷
免

す
る
。」

（《
二
十
五
史
》「
北
史
」
巻
三
・
魏
本
紀
第
三：

二
九
〇
七
）

孝
文
帝
は
上
記
の
勅
令
を
出
し
、
朝
廷
内
で
の
鮮
卑
語
の
使
用
を
禁
止
し
た
。
こ
の
政
策
に
よ
り
、
言
語
的
な
面
で
北
方
民
族
と
漢

族
と
の
同
化
は
大
い
に
促
進
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
一
一
一
五
年
に
女
真
族
の
完
顔
阿
骨
打
が
遼
国
を
滅
ぼ
し
、
金
国
を
打
ち
立
て
、
北
宋
を
破
っ
て
中
原
を
占
拠
し
、
一
一

五
三
年
に
燕
京
―
つ
ま
り
、
北
京
へ
遷
都
す
る
と
、
政
治
の
中
心
も
北
京
へ
と
移
り
、
中
原
方
言
を
基
礎
と
し
た
「
雅
言
」「
通
語
」

は
か
げ
り
を
見
せ
始
め
、
最
終
的
に
は
そ
の
威
信
を
喪
失
し
、
明
代
の
中
頃
に
現
れ
た
「
官
話
」
に
そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
た
。

こ
の
官
話
は
、
い
わ
ゆ
る
お
役
所
言
葉
と
し
て
現
れ
た
。
明
史
に
も
「
地
方
官
僚
は
み
な
未
熟
で
あ
っ
た
た
め
、
朝
廷
が
任
命
し
た

官
吏
と
、
言
語
が
通
じ
ず
、
訓
戒
し
が
た
い
。」（《
二
十
五
史
》「
明
史
」
巻
三
百
十
二
・
列
伝
第
二
百
　
四
川
土
司
二：

八
六
五
五
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
地
方
行
政
府
に
お
い
て
は
官
吏
同
士
で
出
身
地
に
よ
り
言
語
が
通
じ
な
い
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
こ
の

状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
官
話
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
金
代
以
降
政
治
の
中
心
地
と
な
っ
た
北
京
の

方
言
言
語
音
を
標
準
音
と
し
て
お
り
、
官
吏
に
限
ら
ず
、
文
人
も
こ
の
官
話
を
用
い
る
こ
と
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
今

日
で
も
、
官
話
と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
北
京
語
を
標
準
言
語
音
と
す
る
漢
民
族
の
共
通
語
を
指
す
の
で
は
な
く
、
中
国
語

北
方
方
言
の
総
称
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
官
話
は
官
吏
を
中
心
と
し
て
全
国
的
に
普
及
し
て
い
っ
た
が
、
方
言
と
の
差
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
と
い
う
理
由
か
ら
か
、
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一
般
民
衆
―
特
に
福
建
、
広
東
地
域
に
は
余
り
普
及
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
清
朝
雍
正
帝
が
福
建
、
広
東
地
域
に
官
話
を
普
及
さ

せ
る
旨
を
記
し
た
勅
令
を
出
し
、
こ
の
勅
令
は
、
官
話
の
推
進
と
普
及
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

そ
の
後
、
一
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
鎖
国
政
策
を
採
っ
て
い
た
中
国
は
次
第
に
開
放
へ
と
向
か
っ
た
。
一
九
〇
二
年
、
京

師
大
学
堂
初
代
校
長
呉
汝
綸
は
、
日
本
へ
視
察
に
来
た
際
に
、
日
本
の
教
育
の
普
及
状
況
と
国
語
の
均
一
化
政
策
に
深
い
感
銘
を
う
け
、

帰
国
後
、
大
学
堂
事
務
大
臣
張
百
熙
に
北
京
語
を
標
準
と
し
た
「
国
語
」
の
推
進
を
建
議
し
た
。
張
百
熙
は
呉
汝
綸
の
意
見
を
取
り
入

れ
、
官
音
を
全
国
共
通
の
言
語
と
し
て
、
師
範
及
び
高
等
小
学
校
に
「
官
話
」
と
い
う
科
目
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
一
九
年
の
五
四
運
動
か
ら
派
生
、
そ
し
て
形
成
さ
れ
た
文
学
革
命
と
白
話
文
運
動
は
国
語
運
動
の
発
展
を
大
い
に
促

進
し
た
。
五
四
運
動
の
前
年
、
胡
適
は
そ
の
著
作
『
建
設
的
文
学
革
命
論
』
の
一
節
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
我
々
が
提
唱
す
る
文
学
革
命
は
、
た
だ
中
国
の
た
め
に
国
語
に
よ
る
文
学
を
創
造
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
国
語
に
よ
る
文
学
が

あ
っ
て
、
初
め
て
文
学
を
も
つ
国
語
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
学
を
も
つ
国
語
が
あ
っ
て
、
初
め
て
我
々
の
国
語
は
真

の
国
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」

（
胡
適
　
一
九
一
八
）

こ
の
考
え
方
は
、
国
語
の
推
進
と
五
四
運
動
以
後
、
全
国
を
席
巻
し
た
白
話
文
運
動
に
重
要
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
強
い
勢
力
を
も
っ

た
国
語
運
動
の
発
展
に
貢
献
し
た
。
そ
の
後
一
九
三
七
年
の
抗
日
戦
争
勃
発
に
よ
り
中
断
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
国
語
辞
典
の
出
版
や

ス
ロ
ー
ガ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
、
漢
民
族
の
共
通
語
の
全
国
普
及
は
順
調
に
進
ん
だ
。
抗
日
戦
争
終
了
後
、
民
国
政
府
は
台
湾
と
大
陸
間
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の
言
語
障
害
の
克
服
に
乗
り
出
し
、
十
年
足
ら
ず
で
台
湾
に
お
け
る
国
語
普
及
政
策
を
完
成
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
一
九
四
九
年
に
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
以
後
の
普
通
話
の
形
成
過
程
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
十
月

の
「
全
国
文
字
改
訂
会
議
」
及
び
「
現
代
中
国
語
規
範
化
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
決
定
し
た
「
普
通
話
」
が
漢
民
族
共
通
言
語
の

正
式
名
称
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
国
務
院
は
一
九
五
六
年
二
月
に
発
表
し
た
「
普
通
話
の
普
及
に
関
す
る
指
示
」
に

お
い
て
、
普
通
話
と
い
う
概
念
を
正
式
に
定
義
し
た
。

で
は
、
こ
の
普
通
話
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
小
節
に
ま
と
め
た
。

一
・
二
　
普
通
話
の
普
及
意
義

全
国
共
通
の
普
通
話
を
積
極
的
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
、
五
六
も
の
民
族
が
共
存
す
る
中
国
に
お
い
て
、
人
々
が
交
流
す
る
上
で
の

言
語
的
障
害
を
克
服
す
る
助
け
と
な
り
、
社
会
交
流
を
促
進
さ
せ
、
経
済
・
政
治
・
文
化
の
構
築
と
科
学
技
術
発
展
の
上
で
、
非
常
に

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
改
革
・
開
放
と
市
場
経
済
発
展
に
伴
い
、
社
会
の
普
通
話
に
対
す
る
需
要
は
高
ま
り
は
じ
め
、
普
通
話

の
普
及
は
良
好
な
言
語
環
境
を
築
き
、
地
域
間
の
交
流
や
物
流
、
そ
し
て
統
一
さ
れ
た
市
場
の
建
設
を
促
す
大
き
な
助
け
と
な
る
。
中

国
は
多
民
族
・
多
言
語
・
多
方
言
を
有
す
る
国
家
で
あ
り
、
普
通
話
は
各
民
族
・
各
地
域
間
の
交
流
を
深
め
、
国
家
の
統
一
を
保
ち
、

中
国
人
同
士
の
結
束
力
を
強
化
す
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
言
語
は
文
化
の
重
要
な
運
び
手
で
あ
り
、
言
語
能
力
は
基
本
的
な

文
化
素
質
で
あ
る
。
普
通
話
は
中
国
が
教
育
を
全
う
し
、
世
界
と
、
そ
し
て
未
来
の
計
画
方
針
と
向
き
合
う
際
の
助
け
と
な
る
。
そ
し

て
、
情
報
技
術
レ
ベ
ル
は
国
家
の
科
学
技
術
レ
ベ
ル
を
表
す
基
準
の
一
つ
で
あ
る
。
言
語
は
最
も
重
要
な
情
報
の
媒
体
で
あ
り
、
言
語

や
文
字
の
規
範
化
は
中
国
語
情
報
処
理
レ
ベ
ル
を
高
め
る
た
め
の
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
普
通
話
の
普
及
は
少
数
民
族
地
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域
の
経
済
発
展
と
社
会
条
件
、
そ
し
て
科
学
技
術
の
発
展
の
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
条
件
の
一
つ
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
中
国
政

府
が
普
通
話
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
発
布
し
て
い
る
法
律
・
法
規
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
・
普
通
話
（
共
通
語
）
政
策

二
・
一
　
全
国
共
通
の
普
通
話
政
策

本
節
で
は
、
数
多
く
施
行
さ
れ
て
い
る
普
通
話
政
策
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
分
析
を
試
み
る
。

ま
ず
、
普
通
話
普
及
を
マ
ク
ロ
の
面
か
ら
規
定
し
た
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。

（
ａ
）『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
』(
一
九
八
二)

第
一
九
条：

「
国
家
は
全
国
共
通
の
普
通
話
を
普
及
さ
せ
る
。」

（
ｂ
）『
中
華
人
民
共
和
国
国
家
通
用
言
語
文
字
法
』(

二
〇
〇
〇)

第
三
条
　：

「
国
家
は
普
通
話
と
規
範
漢
字
を
普
及
す
る
。」

第
四
条
　：

「
国
民
は
国
家
通
用
言
語
文
字
を
学
習
し
、
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。
国
家
は
国
民
が
国
家
通
用
言
語

文
字
を
学
習
し
、
使
用
す
る
場
を
提
供
す
る
。
地
方
政
府
お
よ
び
そ
の
関
連
部
門
は
普
通
話
と
規
範
漢
字

を
普
及
さ
せ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

第
五
条
　：

「
共
通
言
語
文
字
の
使
用
は
国
家
主
権
と
民
族
の
尊
厳
を
保
ち
、
国
家
統
一
と
民
族
が
結
束
し
、
社
会
主
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義
物
質
文
明
と
精
神
文
明
を
築
く
助
け
と
な
る
。」

次
に
、
以
下
の
法
律
は
、
中
国
政
府
が
発
布
し
た
法
律
・
法
規
の
中
の
教
育
関
連
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
普
通
話
（
共
通
語
）

を
強
力
に
推
し
進
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
ｃ
）『
幼
稚
園
管
理
条
例
』（
一
九
八
九
）

第
一
五
条：
「
幼
稚
園
で
は
普
通
話
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。」

（
ｄ
）『
義
務
教
育
法
実
施
詳
細
』（
一
九
九
二
）

第
二
四
条：

「
義
務
教
育
を
実
施
す
る
学
校
は
教
育
と
各
種
活
動
の
中
で
、
普
通
話
の
使
用
を
普
及
す
る
も
の
と
す
る
。

師
範
学
院
の
教
育
と
各
種
活
動
の
中
で
は
、
普
通
話
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。」

（
ｅ
）『
教
育
法
』（
一
九
九
五
）

第
一
二
条：

「
学
校
お
よ
び
そ
の
他
の
教
育
機
関
が
行
う
教
育
は
、
全
国
共
通
の
普
通
話
と
規
範
文
字
の
使
用
を
普
及

す
る
も
の
と
す
る
。」

（
ｆ
）『
国
家
通
用
言
語
文
字
法
』（
二
〇
〇
〇
）

第
一
〇
条：

「
学
校
お
よ
び
そ
の
他
の
教
育
機
関
は
普
通
話
と
規
範
漢
字
を
基
本
的
な
教
育
に
用
い
る
言
語
文
字
と
す
る
。」

第
一
八
条：

「
国
家
通
用
言
語
文
字
は
『
漢
語
ピ
ン
イ
ン
方
案
』
を
注
音
の
手
段
と
す
る
。
初
等
教
育
で
は
漢
語
ピ
ン

イ
ン
教
育
を
行
う
も
の
と
す
る
。」
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第
二
〇
条：

「
対
外
漢
語
教
育
は
普
通
話
と
規
範
漢
字
の
教
育
を
旨
と
す
る
。」

（
ｇ
）『
非
識
字
者
一
掃
条
例
』

第
六
条
　：

「
非
識
字
者
一
掃
教
育
は
普
通
話
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。」

そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
法
律
も
あ
る
。
以
下
の
二
つ
の
条
文
に
よ
っ
て
、「
出
版
物
は
国
家
共
通
の
言
語
文
字
の
規
範
と
標
準
」

に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、「
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
局
は
普
通
話
と
規
範
の
言
語
文
字
」
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
ｈ
）『
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
管
理
条
例
』（
一
九
九
七
）
第
三
六
条

（
ｉ
）『
国
家
通
用
言
語
文
字
法
』（
二
〇
〇
〇
）
第
一
一
条

ま
た
社
会
関
連
の
も
の
も
あ
る
。
以
下
の
条
文
に
よ
っ
て
、「
国
家
機
関
は
普
通
話
と
規
範
漢
字
を
公
用
言
語
文
字
」
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
普
通
話
を
業
務
用
言
語
」
と
し
、「
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
そ
し
て
映
画
俳
優
、

教
師
、
国
家
公
務
員
の
普
通
話
レ
ベ
ル
は
、
国
の
規
定
す
る
基
準
」
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
ｆ
）『
国
家
通
用
言
語
文
字
法
』（
二
〇
〇
〇
）

第
九
条
　：

「
国
家
機
関
は
普
通
話
と
規
範
漢
字
を
公
用
言
語
・
文
字
と
す
る
。」
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第
十
三
条
　：

「
公
共
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
普
通
話
を
サ
ー
ビ
ス
用
語
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。」

第
一
九
条：

「
普
通
話
を
作
業
言
語
と
し
、
そ
の
業
務
者
は
普
通
話
を
話
す
能
力
は
養
う
も
の
と
す
る
。
普
通
話
を
作

業
言
語
と
す
る
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
そ
し
て
映
画
俳
優
、
教
師
、
国
家
公
務
員
の
普

通
話
レ
ベ
ル
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
国
の
規
定
す
る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
ま
だ
国
の
規
定
す

る
普
通
話
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
場
合
は
、
状
況
に
応
じ
て
訓
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
れ
ら
の
法
令
・
法
規
を
見
る
限
り
、
や
は
り
少
数
民
族
語
の
維
持
は
非
常
に
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
ラ
ジ
オ
や

テ
レ
ビ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
使
用
言
語
が
普
通
話
に
限
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
少
数
民
族
語
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
言
語
活
力
は
更
に

制
限
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

黄
行
（
二
〇
〇
〇
）
の
言
語
活
力
研
究
に
よ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
言
語
は
完
全
に
普
通
話
（
共
通
語
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訳

で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
少
数
民
族
地
域
で
は
少
数
民
族
語
を
使
用
し
た
メ
デ
ィ
ア
放
送
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
非
常

に
高
い
威
信
を
備
え
た
ご
く
一
部
の
少
数
民
族
―
チ
ベ
ッ
ト
族
、
ウ
ィ
グ
ル
族
、
カ
ザ
フ
族
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
言
語
を
主
と
す
る
。

そ
の
他
の
少
数
民
族
地
域
で
は
、
民
族
語
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
放
送
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

二
・
二
　
少
数
民
族
に
対
す
る
言
語
政
策
の
問
題
点

中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
の
言
語
政
策
を
見
て
い
く
前
置
き
と
し
て
、
国
民
党
政
府
期
の
言
語
政
策
と
の
相
違
点
を
上
げ
て
お
き
た
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い
と
思
う
。
国
民
統
合
を
進
め
て
い
る
と
い
え
る
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
は
、
少
数
民
族
自
身
が
行
う
民
族
教
育
は
、
政
府
に
与

え
ら
れ
た
枠
内
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
色
合
い
が
濃
い
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
前
半
の
中
華
民
国
期
は
、
そ
こ
ま
で
統
合
が
進
ん
で

お
ら
ず
、
そ
の
枠
は
今
よ
り
も
緩
や
か
で
、
朝
鮮
人
や
モ
ン
ゴ
ル
人
、
チ
ベ
ッ
ト
人
、
そ
し
て
ト
ル
コ
系
ム
ス
リ
ム
な
ど
の
間
で
は
、

自
分
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
独
自
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
モ
ン
ゴ
ル
人
や
チ
ベ
ッ
ト
人
を
対
象

と
し
た
「
蒙
蔵
教
育
」
及
び
「
辺
疆
教
育
」
と
呼
ば
れ
る
国
家
主
導
の
民
族
教
育
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
時
に
は
相
反
し
、
ま

た
時
に
は
協
調
し
な
が
ら
全
国
に
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
。（
岡
本
　
一
九
九
九
）

中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
来
、
普
通
話
を
全
国
に
普
及
す
る
た
め
の
言
語
政
策
は
、
中
国
政
府
が
力
を
入
れ
て
盛
り
上
げ
て
き
た
も

の
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
一
九
五
七
年
に
反
右
派
闘
争
が
勃
発
す
る
と
、
地
方
民
族
主
義
批
判
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
言
語

の
均
一
化
、
単
一
化
、
つ
ま
り
、
民
族
と
言
語
の
融
合
、
漢
民
族
と
の
同
化
が
叫
ば
れ
始
め
た
。
そ
の
後
、
文
化
大
革
命
期
に
入
る
と
、

林
彪
・
四
人
組
に
よ
る
少
数
民
族
言
語
圧
迫
が
始
ま
り
、
中
央
及
び
各
地
方
政
府
で
は
民
族
教
育
行
政
機
関
が
廃
止
さ
れ
、
民
族
語
に

よ
る
書
籍
な
ど
も
差
し
止
め
に
な
っ
た
。
更
に
、
民
族
学
校
や
民
族
語
に
よ
る
教
育
も
廃
止
さ
れ
、
民
族
問
題
は
あ
た
か
も
消
滅
し
た

か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
六
年
の
毛
沢
東
の
死
と
四
人
組
の
逮
捕
に
よ
っ
て
文
化
大
革
命
が
終
了
す
る
と
、
文
革
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
民
族
教
育
行
政
機
関
が
次
々
に
復
活
し
、
少
数
民
族
の
権
利
保
護
を
前
面
に
押
し
出
し
た
法
律
・
法
規
が
公
布

さ
れ
始
め
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
特
に
少
数
民
族
に
対
す
る
言
語
政
策
に
的
を
絞
っ
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
一
九
八
四
年
五
月
三
一
日
に
発
布
さ
れ
た
『
民
族
区
域
自
治
法
』
と
一
九
九
三
年

に
施
行
さ
れ
た
『
民
族
地
域
行
政
業
務
条
例
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
で
は
、
各
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
母
語
教
育
を
認
め
る
と
同
時
に

全
国
共
通
の
普
通
話
を
推
し
進
め
る
こ
と
も
う
た
っ
て
お
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
推
し
進
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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『
民
族
区
域
自
治
法
』（
一
九
八
四
）

第
三
七
条：

「
少
数
民
族
学
生
を
主
と
す
る
学
校
を
開
く
場
合
、
少
数
民
族
文
字
の
教
科
書
を
用
い
、
少
数
民
族
言
語

で
授
業
を
行
い
、
小
学
校
高
学
年
或
い
は
、
中
学
校
に
は
漢
語
課
程
を
設
け
、
普
通
話
の
普
及
に
努
め
る
。」

第
四
九
条：

「
民
族
自
治
地
方
の
自
治
機
関
は
教
育
と
各
民
族
の
幹
部
が
お
互
い
に
言
語
文
字
を
学
習
す
る
こ
と
を
奨

励
す
る
。
漢
民
族
幹
部
は
現
地
の
少
数
民
族
の
言
語
文
字
を
学
び
、
少
数
民
族
幹
部
が
学
習
し
、
自
民
族

の
言
語
文
字
を
用
い
る
際
に
は
、
全
国
共
通
の
普
通
話
と
漢
文
を
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

『
民
族
地
域
行
政
業
務
条
例
』（
一
九
九
三
）

第
一
四
条：

「
民
族
地
域
の
小
中
学
校
は
少
数
民
族
言
語
と
文
字
を
用
い
て
教
育
し
て
も
良
い
が
、
同
時
に
普
通
話
を

普
及
す
る
も
の
と
す
る
。」

ま
た
、
一
九
八
六
年
に
施
行
さ
れ
た
『
義
務
教
育
法
』
で
も
、
少
数
民
族
の
言
語
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
る
。
以
下

に
そ
の
第
六
条
を
示
し
た
。

『
義
務
教
育
法
』（
一
九
八
六
）

第
六
条
　：

「
学
校
は
全
国
共
通
の
普
通
話
の
使
用
を
普
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
少
数
民
族
の
学
生
を
主
に

採
用
す
る
学
校
は
、
少
数
民
族
共
通
の
言
語
文
字
を
用
い
て
教
育
を
行
っ
て
も
良
い
。」
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こ
の
条
文
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
こ
の
法
律
に
は
あ
る
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
条
文
が
認
め
、

保
証
し
て
い
る
の
は
、
少
数
民
族
共
通
の
言
語
文
字
に
よ
る
教
育
で
あ
り
、
決
し
て
各
少
数
民
族
の
言
語
文
字
を
用
い
た
的
確
な
母
語

教
育
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
中
の
更
に
少
数
派
の
民
族
に
対
し
て
の
配
慮
が
為
さ
れ
て
い
な
い
。
具

体
的
な
例
は
後
述
す
る
が
、
政
府
に
よ
っ
て
少
数
民
族
と
定
め
ら
れ
て
い
る
民
族
の
更
に
下
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
す
る
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
使
用
言
語
は
、
二
つ
の
威
信
言
語
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
形
と
な
り
、
結
果
、
消
滅
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状

で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
は
少
数
民
族
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
推
し
進
め
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
通
知
や
決
定
を
施
行
し
て
い
る
。

「
国
務
院
に
よ
る
改
革
の
深
化
と
民
族
教
育
発
展
の
加
速
に
関
す
る
決
定
」（
二
〇
〇
〇
）

「
教
育
省
、
国
家
人
民
委
員
会
に
よ
る
「
国
務
院
に
よ
る
改
革
の
深
化
と
民
族
教
育
発
展
の
加
速
に
関
す
る
決
定
」
を
徹
底
し

て
学
習
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
二
〇
〇
二
）

「
国
家
教
育
委
員
会
民
族
地
域
教
育
部
に
よ
る
「
全
国
民
族
教
育
発
展
及
び
指
導
要
綱
」
印
刷
・
公
布
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
九
二
）

上
記
三
つ
の
決
定
及
び
通
知
は
、
全
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
各
少
数
民
族
語
を
使
用
す
る
権
利
を
保
障
し
、
普
通
話
と
少
数
民
族
語
の

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
地
方
行
政
府
に
二
言
語
併
用
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
教
師
の
育
成
、
さ

ら
に
は
各
民
族
学
校
に
二
言
語
併
用
の
教
育
部
門
を
設
置
す
る
こ
と
を
指
導
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
中
央
政
府
か
ら
通
達
を
受
け
た
各
省
、
自
治
区
政
府
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
民
族
政
策
、
特
に
少
数
民
族
言
語
の
保
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護
に
関
す
る
条
例
を
以
下
に
あ
げ
る
。

黒
龍
江
省
民
族
教
育
条
例
（
一
九
九
八
）
第
一
一
条
・
第
一
二
条
・
第
一
三
条
・
第
一
四
条
・
第
三
〇
条

包
頭
市
民
族
教
育
条
例
（
二
〇
〇
一
）
第
一
八
条

莫
力
達
瓦
ダ
フ
ー
ル
族
自
治
旗
民
族
教
育
条
例
（
二
〇
〇
二
）
第
一
〇
条

フ
フ
ホ
ト
市
民
族
教
育
条
例
（
二
〇
〇
〇
）
第
一
六
条

遼
寧
省
散
居
少
数
民
族
権
利
保
障
規
定
（
二
〇
〇
〇
）
第
二
二
条

武
漢
市
少
数
民
族
権
利
保
障
条
例
（
一
九
九
九
）
第
一
二
条

雲
南
省
紅
河
ハ
ニ
族
イ
族
自
治
州
民
族
教
育
条
例
（
一
九
九
九
）
第
五
条
・
第
六
条

吉
林
省
少
数
民
族
教
育
条
例
（
一
九
九
九
）
第
一
〇
条
・
第
一
三
条
・
第
一
五
条

上
海
市
少
数
民
族
権
利
保
障
規
定
第
一
〇
条

海
南
チ
ベ
ッ
ト
族
自
治
州
民
族
教
育
業
務
条
例
（
一
九
九
四
）
第
五
条

雲
南
省
西
双
版
納
タ
イ
族
自
治
州
民
族
教
育
条
例
（
一
九
九
三
）
第
二
九
条

雲
南
省
楚
雄
イ
族
自
治
州
民
族
教
育
条
例
（
一
九
九
三
）
第
三
〇
条

新
疆
ウ
ィ
グ
ル
自
治
区
言
語
文
字
業
務
条
例
（
一
九
九
三
）
第
二
条
・
第
四
条
・
第
七
条
・
第
一
八
条
・
第
一
九
条

（
夏
國
俊
　
二
〇
〇
三：

一
三
二
五
―
一
四
三
八
）
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上
記
の
地
方
条
例
は
、『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
』、『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
』、『
中
華
人
民
共
和
国
民
族
区
域
自
治
法
』、『
民
族

郷
行
政
業
務
条
例
』
或
い
は
『
都
市
民
族
業
務
条
例
』
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
武
漢
市
少
数
民
族
権
利
保
障
条
例
を

除
き
、
少
数
民
族
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
推
進
、
少
数
民
族
の
優
遇
政
策
、
或
い
は
教
育
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ

の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
及
び
優
遇
政
策
に
は
、
地
域
差
或
い
は
民
族
差
と
も
い
え
る
明
確
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
教
育
制
度
に
つ
い
て
だ
が
、
上
記
の
条
例
中
に
お
い
て
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
と
い
う
言
葉
を
明
記
し
て
い
る
の
は
四
つ
―

（
１
）
黒
龍
江
省
民
族
教
育
条
例
、（
２
）
遼
寧
省
散
居
少
数
民
族
権
利
保
障
規
定
、（
３
）
吉
林
省
少
数
民
族
教
育
条
例
、（
４
）
海
南

チ
ベ
ッ
ト
族
自
治
州
民
族
教
育
業
務
条
例
、（
５
）
新
疆
ウ
ィ
グ
ル
自
治
区
言
語
文
字
業
務
条
例
で
あ
る
。（
４
）
は
特
に
チ
ベ
ッ
ト
語

教
育
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
他
の
地
域
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
雲
南
省
楚
雄
イ
族
自
治
州
民
族
教
育

条
例
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
条
件
付
き
で
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
を
認
め
て
い
る
。
以
下
に
雲
南
省
楚
雄
イ
族
自
治
州
民
族
教
育
条
例
第
三

〇
条
を
示
し
た
。

第
三
〇
条
　
漢
語
を
解
さ
な
い
少
数
民
族
の
地
域
で
は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
を
実
施
し
て
よ
い
。
通
用
・
規
範
文
字

を
有
す
る
民
族
地
域
で
は
、
学
校
教
育
や
非
識
字
者
一
掃
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
該
当
民
族
の
意
志

及
び
件
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
漢
語
を
解
す
る
少
数
民
族
の
地
域
で
は
、

漢
語
を
教
育
言
語
と
す
る
。

二
つ
目
は
莫
力
達
瓦
ダ
フ
ー
ル
族
自
治
旗
民
族
教
育
条
例
及
び
雲
南
省
西
双
版
納
タ
イ
族
自
治
州
民
族
教
育
条
例
の
タ
イ
プ
で
、
少
数
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民
族
語
を
教
育
補
助
言
語
と
し
て
漢
語
教
育
を
行
う
。
以
下
に
莫
力
達
瓦
ダ
フ
ー
ル
族
自
治
旗
民
族
教
育
条
例
第
一
〇
条
を
示
し
た
。

第
一
〇
条
　
民
族
小
中
学
校
は
、
民
族
言
語
を
教
育
の
補
助
言
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
族
言
語
を
補
助

言
語
と
し
て
教
育
を
行
う
民
族
小
中
学
校
は
、
課
外
授
業
を
利
用
し
て
、
本
民
族
言
語
の
学
習
を
進
め
る

よ
う
提
言
す
る
。

民
族
小
中
学
校
は
、
全
国
共
通
の
普
通
話
及
び
規
範
文
字
を
広
め
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
民
族
優
遇
政
策
に
関
し
て
だ
が
、
上
記
の
条
例
中
で
民
族
学
校
卒
業
生
が
受
験
す
る
際
に
自
民
族
の
言
語
文
字
を
使
用
す
る

こ
と
を
許
可
し
て
い
る
の
は
三
つ
―（
１
）
黒
龍
江
省
民
族
教
育
条
例
、（
２
）
遼
寧
省
散
居
少
数
民
族
権
利
保
障
規
定
、（
３
）
吉
林

省
少
数
民
族
教
育
条
例
で
あ
る
。
ま
た
学
制
の
適
正
な
延
長
を
認
め
て
い
る
の
は
二
つ
―
（
１
）
黒
龍
江
省
民
族
教
育
条
例
、（
２
）

吉
林
省
少
数
民
族
教
育
条
例
で
あ
る
。

こ
こ
で
筆
者
は
あ
る
点
に
着
眼
し
た
。
そ
れ
は
上
記
し
た
地
方
条
例
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
及
び
優
遇
政
策
の
対
象
は
ほ
ぼ
朝
鮮
族

及
び
チ
ベ
ッ
ト
族
、
ウ
ィ
グ
ル
族
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
、
雲
南
省
楚
雄
イ
族
自
治
州
民
族
教
育
条
例
第
三
〇
条
を
見
る
と
、

漢
語
、
即
ち
普
通
話
＝
共
通
語
を
解
す
る
少
数
民
族
の
地
域
で
は
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
し
、
莫
力
達
瓦
ダ
フ
ー

ル
族
自
治
旗
民
族
教
育
条
例
及
び
雲
南
省
西
双
版
納
タ
イ
族
自
治
州
民
族
教
育
条
例
で
は
、
少
数
民
族
は
教
育
補
助
言
語
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
民
族
問
題
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
新
疆
ウ
ィ
グ
ル
自
治
区
や

チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
の
独
立
問
題
が
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
。
現
在
、
中
国
で
施
行
さ
れ
て
い
る
言
語
政
策
を
含
め
た
民
族
政
策
全
般
は
、
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独
立
を
主
張
す
る
少
数
民
族
を
懐
柔
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
る
た
め
、
中
国
政
府
に
と
っ
て
何
の
脅
威
に
も
な
ら
な
い
村
単
位
で

し
か
存
在
し
な
い
よ
う
な
少
数
派
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
は
、
何
の
優
遇
措
置
も
採
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
中
国
現
行
の
言
語
政
策
が
保
証
し
て
い
る
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
や
ウ
ィ
グ
ル
語
、
カ
ザ
フ
語

な
ど
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
少
数
民
族
の
共
通
語
と
な
っ
て
い
る
民
族
言
語
文
字
に
よ
る
教
育
で
あ
り
、
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
少
数
民

族
言
語
文
字
を
用
い
た
的
確
な
母
語
教
育
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
中
の
更
に
少
数
派
の
民
族
に
対
し

て
の
配
慮
が
為
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
政
府
に
よ
っ
て
少
数
民
族
と
定
め
ら
れ
て
い
る
民
族
の
更
に

下
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
使
用
言
語
は
、
二
つ
の
威
信
言
語
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
形
と
な
り
、
結
果
、
消
滅

の
危
機
に
直
面
し
て
し
ま
う
の
だ
。

孫
宏
開
（
二
〇
〇
一
）
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
現
在
中
国
に
存
在
す
る
言
語
総
数
は
、
一
二
六
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
に
は
威
信
言

語
で
あ
る
漢
語
＝
普
通
話
と
政
府
に
少
数
民
族
語
と
決
め
ら
れ
て
い
る
五
五
言
語
の
他
に
、
実
際
に
政
府
未
公
認
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が

使
用
し
て
い
る
部
族
語
が
七
〇
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
国
政
府
が
現
在
施
行
し
て
い
る
言

語
政
策
及
び
地
方
条
例
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
明
し
て
い
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
包
頭
市
民
族
条
例

第
一
八
条
（
二
〇
〇
一
年
一
一
月
施
行
）
及
び
フ
フ
ホ
ト
市
民
族
教
育
条
例
（
二
〇
〇
〇
）
第
一
六
条
が
そ
の
よ
い
例
だ
ろ
う
。
以
下

に
包
頭
市
民
族
条
例
第
一
八
条
を
示
す
。

第
一
八
条
　
モ
ン
ゴ
ル
言
語
・
文
字
を
用
い
て
授
業
を
行
う
学
校
は
モ
ン
ゴ
ル
言
語
・
文
字
教
育
の
質
を
保
証
す
る
と

同
時
に
漢
語
文
や
外
国
語
教
育
に
も
力
を
入
れ
る
こ
と
。
民
族
学
校
は
法
律
に
従
い
全
国
共
通
の
普
通
話
と
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規
範
文
字
を
普
及
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
言
語
・
文
字
を
用
い
て
授
業
を
行
う
学
校
は
モ
ン

ゴ
ル
標
準
音
を
普
及
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
記
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
民
族
語
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
語
自
体
の
教
育
は
保
証
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
語
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て

い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
住
む
モ
ン
ゴ
ル
族
以
外
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
用
い
る
言
語
、
即
ち
部
族
語
に
つ
い
て
は
全
く

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
包
頭
市
内
の
条
例
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
に
列
挙
し
た
地
方
条
例
を
含
む
そ
の

他
の
法
律
・
法
規
に
も
地
域
語
や
部
族
語
を
保
護
す
る
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
先
日
東
京
で
開
か
れ
た
危
機
言
語
に
関
す
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
山
越
（
二
〇
〇
四
）

に
よ
れ
ば
、
内
蒙
古
自
治
区
呼
倫
貝
尓
市
中
南
部
に
位
置
す
る
エ
ヴ
ェ
ン
キ
族
自
治
旗
錫
尼
河
西
村
及
び
東
村
に
居
住
す
る
シ
ネ
ヘ

ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト(Shinekhen
B

uryat)

の
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
は
話
者
六
〇
〇
〇
人
を
有
し
、
言
語
保
持
率
も
高
い
。
だ
が
、

二
つ
の
威
信
言
語
（
モ
ン
ゴ
ル
語
・
普
通
話
）
の
影
響
に
よ
り
、
若
年
層
を
中
心
と
し
て
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
更

に
、
こ
の
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
話
者
の
中
に
は
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
は
お
ら
ず
、
全
て
が
二
言
語
或
い
は
そ
れ
以
上
の
数
の
言
語

を
併
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
戴
＆
王
（
二
〇
〇
三
）
に
よ
れ
ば
、
雲
南
省
盈
江
県
中
緬
に
位
置
す
る
（
ａ
）
芒
線
村
芒
俄
寨
と
（
ｂ
）
姐
冒
郷
芒
緬
村
仙

島
寨
に
分
布
す
る
仙
島
人
は
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
の
統
計
に
よ
る
と
部
族
総
数
が
七
六
人
で
あ
っ
た
た
め
、
民
族
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
な
い
、
ま
さ
に
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
八
〇
年
代
以
前
、
彼
ら
は
部
族
不
明
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
地
理
的

分
布
と
言
語
的
特
徴
か
ら
ア
チ
ャ
ン
族
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
生
活
習
慣
、
宗
教
信
仰
、
心
理
状
態
な
ど
に
お
い
て
ア
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チ
ャ
ン
族
と
は
異
な
る
た
め
、
近
年
一
つ
の
独
立
し
た
部
族
と
し
て
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

仙
島
語
の
特
徴
は
ア
チ
ャ
ン
語
隴
川
方
言
と
の
間
に
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
た
め
、
両
者
は
密
接
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
仙
島
人
は
ア
チ
ャ
ン
族
か
ら
分
化
し
た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

仙
島
人
は
元
の
民
族
主
体
か
ら
分
化
し
た
後
、
海
抜
一
四
〇
〇
ｍ
と
い
う
非
常
に
劣
悪
な
自
然
環
境
に
居
住
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
社
会
構
造
、
経
済
状
態
、
民
族
関
係
な
ど
が
大
幅
に
変
化
し
、
そ
れ
が
彼
ら
の
言
語
状
況
を
も
変
化
さ
せ
、
ひ
い
て
は
仙
島
語
の
使

用
機
能
の
変
化
と
消
滅
危
機
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仙
島
語
の
使
用
機
能
の
変
化
は
二
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
は
五
〇
年
代
以
前
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
発
展
段
階
、
も
う
一
つ
は
五
〇
年
代
以
後
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
普
遍
段
階
で
あ
る
。
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
筆
者
が
用
い
た
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
は
仙
島
語
と
普
通
話
の
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
（
二
言
語
併
用
）
を

指
す
の
で
は
な
く
、
本
民
族
以
外
の
少
数
民
族
言
語
と
普
通
話
の
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
（
二
言
語
使
用
）、
あ
る
い
は
本
民
族
以
外
の
少
数

民
族
言
語
と
更
に
別
の
少
数
民
族
言
語
の
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
（
二
言
語
使
用
）
を
指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
ａ
）
芒
線
村
芒
俄
寨
移
住
グ
ル
ー
プ

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
普
遍
段
階
期
の
一
九
五
八
年
に
一
部
の
仙
島
人
が
山
中
に
あ
っ
た
村
か
ら
芒
線
村
芒
俄
寨
に
移
住
し
た
。
芒
線
村
芒

俄
寨
は
主
に
漢
族
が
居
住
し
て
い
た
た
め
、
仙
島
人
は
普
通
話
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
彼
ら
の
母
語
使
用
状
況
は
以
下
の
よ

う
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

四
〇
歳
以
上
の
人
々
の
間
で
は
聞
く
こ
と
も
話
す
こ
と
も
全
く
問
題
は
な
い
が
、
そ
れ
以
下
に
な
る
と
、
ま
ず
話
す
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
つ
い
で
話
す
こ
と
は
お
ろ
か
聞
く
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
仙
島
語
を
解
す
る
人
々
の
言
語
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的
熟
練
度
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
熟
練
型
に
属
す
る
の
は
七
二
歳
の
老
人
た
だ
一
人
で
、
半
熟
練
型
に
属
す
の
は
四
〇
歳
以
上
の

人
々
で
日
常
会
話
に
は
差
し
支
え
な
い
。
三
〇
〜
四
〇
歳
の
人
々
は
わ
ず
か
に
理
解
で
き
る
だ
け
で
、
聞
く
こ
と
は
ま
だ
で
き
る
。
仙

島
語
の
使
用
範
囲
も
ご
く
一
部
（
二
世
帯
）
に
限
ら
れ
、
余

萍
と
彼
女
の
息
子
と
の
間
、
楊

光
と
そ
の
妻
と
の
間
で
用
い
ら
れ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
移
住
後
四
四
年
が
経
過
し
た
二
〇
〇
二
年
当
時
に
は
基
本
的
に
普
通
話
へ
の
言
語
転
用
が
完
成
し
て
お
り
、
芒
線
村
芒
俄
寨

の
仙
島
語
は
ま
さ
に
致
命
的
な
危
機(C

ritically
E

ndangered)

に
瀕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
ｂ
）
芒
緬
村
仙
島
寨
移
住
グ
ル
ー
プ

一
九
五
八
年
に
山
中
の
村
に
移
住
し
な
か
っ
た
仙
島
人
は
一
九
九
五
年
、
政
府
の
助
け
を
借
り
て
全
て
芒
緬
村
仙
島
寨
に
移
り
住
ん

だ
。
仙
島
寨
は
交
通
も
便
利
で
、
仙
島
人
の
貧
困
問
題
は
解
決
さ
れ
、
更
に
教
育
レ
ベ
ル
も
改
善
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
仙
島
寨
内

で
は
仙
島
語
が
主
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
仙
島
人
は
ほ
ぼ
仙
島
語
を
解
す
る
。
彼
ら
の
母
語
熟
練
度
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

熟
練
型
に
属
す
る
の
は
四
〇
歳
以
上
の
人
々
で
、
半
熟
練
型
に
属
す
る
の
は
二
〇
〜
三
九
歳
の
青
年
・
中
年
一
三
人
で
こ
れ
は
全
体

の
三
一
・
七
％
を
占
め
る
。
そ
し
て
、
一
九
歳
以
下
の
少
年
・
児
童
一
五
人
は
未
熟
型
に
属
し
、
聴
く
こ
と
は
問
題
な
い
が
、
少
し
し

か
話
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
の
内
の
何
人
か
は
既
に
ジ
ン
ポ
ー
語
を
転
用
し
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
上
述
し
た
よ
う
に
仙
島
寨
内
で
は
仙
島
語
が
主
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
子
供
た
ち
の
中
に
は
家
庭
内
で
は
仙
島

語
で
は
な
く
ジ
ン
ポ
ー
語
を
話
す
も
の
も
い
る
。
仙
島
語
の
よ
う
な
政
府
非
公
認
の
少
数
民
族
言
語
の
大
部
分
は
、
中
国
の
威
信
言
語
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で
あ
る
普
通
話
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
の
威
信
言
語
で
あ
る
他
の
少
数
民
族
言
語
に
よ
っ
て
も
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
政
府
が
少
数
民
族
と
認
め
た
民
族
の
言
語
の
み
が
維
持
さ
れ
、
地
域
語
や
部
族
語
が
軽
視
さ
れ
、
そ
の
母
語
話
者
は
減

少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
民
族
語
の
維
持
も
む
ろ
ん
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
民
族
語
よ
り
も
更
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
生
活
に
密

着
し
、
そ
れ
故
に
消
滅
に
よ
り
近
い
位
置
に
い
る
地
域
語
を
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
け
ば
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
地
域
語
に
対
す
る
言
語
忠

誠
度
を
更
に
悪
化
さ
せ
、
危
機
状
態
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

近
年
、
英
語
が
世
界
の
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
を
圧
迫
し
、
消
滅
の
危
機
に
追
い
や
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
普
通
話
も
中
国
の

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
―
特
に
、
政
府
が
少
数
民
族
語
と
決
め
て
い
な
い
部
族
の
言
語
を
圧
迫
し
、
消
滅
へ
の
道
を
一
途
に
歩
ま
せ
て
い
る
。

筆
者
が
考
え
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
あ
く
ま
で
も
母
語
は
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
と
し
、
政
治
・
経
済
な

ど
に
参
入
す
る
際
や
、
他
の
民
族
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
下
に
置
か
れ
た
際
の
共
通
語
と
し
て
、

各
地
域
に
お
け
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
言
語
を
学
習
す
る
こ
と
で
あ
る
。

英
語
や
普
通
話
な
ど
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
言
語
は
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
」
と
し
て
学
習
す
れ
ば
い
い
と
い
う

点
、
つ
ま
り
Ｎ
Ｓ(N

ative
Speaker)

の
よ
う
な
完
璧
な
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
言
語
能
力
な
ど
は
必
要
な
く
、
他
民
族
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
取
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

156



三
・
結
論

現
在
、
世
界
的
に
見
る
と
、
言
語
危
機
と
言
語
政
策
の
関
連
性
は
次
第
に
重
要
視
さ
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
中
に
は
多
民
族
・

多
言
語
国
家
に
お
い
て
言
語
の
統
一
・
均
一
化
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
だ
、
と
い
う
立
場
も
あ
り
得
る
。「
言
語
は
た
だ
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

手
段
と
し
て
の
み
存
在
す
る
な
ら
ば
、
動
物
も
類
似
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
―
鳴
き
声
や
八
の
字
ダ
ン
ス
な
ど
―
を
持
っ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
我
々
、
人
間
の
持
つ
言
語
だ
け
が
、
思
考
や
意
志
、
そ
し
て
感
情
を
言
語
化
し
、「
文
化
」
を
後
世
へ
と

伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
脳
内
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
言
語
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
言
語
の
母
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
人
々
の
独
特
な
認
知
パ
タ
ー
ン
や
伝
達
方
式
が
消
滅
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。

今
日
、
威
信
言
語
を
転
用
し
て
い
る
少
数
民
族
は
決
し
て
自
ら
望
ん
で
母
語
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
土
地
の
威
信
言
語

を
用
い
な
け
れ
ば
政
治
・
経
済
な
ど
に
参
入
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
こ
の
世
界
で
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
威
信
言
語
を
転
用
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
危
機
言
語
問
題
は
、
様
々
な
要
素
が
絡
み
合
っ
た
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
中
国
政
府
は
、
二
言
語
政
策
を
推
し
進
め
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
を
保
護
し
て
い
る
と
は
い
え
、
筆
者
の
見
る
限
り
、
以
下

の
よ
う
な
問
題
点
が
存
在
す
る
。
主
要
な
保
護
対
象
と
な
り
、
優
遇
政
策
を
享
受
し
て
い
る
の
は
、
自
民
族
の
文
字
を
持
ち
、
か
つ
比

較
的
強
い
言
語
威
信
を
有
す
る
一
部
の
民
族
、
例
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
族
、
朝
鮮
族
、
ウ
ィ
グ
ル
族
・
モ
ン
ゴ
ル
族
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他

の
政
府
公
認
の
少
数
民
族
に
関
し
て
は
、
法
律
・
法
規
に
よ
り
母
語
使
用
権
利
が
認
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
本
文
一
三
頁
に
示
し

た
地
方
条
例
で
そ
の
優
遇
政
策
に
つ
い
て
、
明
文
化
し
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
政
府
非
公
認
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
使
用
す
る
言
語
に
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関
す
る
配
慮
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
果
、
普
通
話
（
共
通
語
）
と
地
域
的
優
位
言
語
と
い
う
二
つ
の
威
信
言
語
に
板
挟
み
に
さ
れ
、

消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
で
あ
る
各
少
数
民
族
言
語
―
特
に
政
府
非
公
認
の
民
族
語
が
、
い
つ
ま
で
も
そ

の
原
型
を
保
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
少
数
民
族
地
域
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
威
信
を
備
え
る
地
域
的
優
位
言
語
で
あ

れ
ば
、
近
い
将
来
忽
然
と
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
遠
い
将
来
を
見
据
え
れ
ば
、
地
域
的
優
位
言
語
で
あ
ろ
う
と

も
消
滅
の
危
機
か
ら
免
れ
得
る
も
の
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
今
後
の
中
国
に
お
け
る
言
語
政
策
が
直
面
す
る
重
要
課
題
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

注（
１
）
揚
雄
（
前
五
三
〜
一
八
）：

前
漢
の
文
学
者
・
哲
学
者
・
言
語
学
者
。

（
２
）『
方
言
』：

『

軒
使
者
絶
代
語
釈
別
国
方
言
』
の
略
称
。
前
漢
時
代
の
各
地
の
方
言
を
記
述
し
た
も
の
で
、
方
言
で
古
語
を
、
通
語
で
方
言
を
解
釈
し
て
い
る
。

（
３
）「
通
語
」：

全
国
範
囲
或
い
は
全
民
族
間
の
共
通
語
句
の
こ
と
。
ま
た
は
、
い
く
つ
か
の
地
域
内
で
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
る
語
句
の
こ
と
。
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Daisuke Miyamoto

A Study of the Relation 
Between Endangered Language 

and Common Language Policy in China

Abstract This paper mainly discusses common language policy in

China from a new point of view, “Languages Endangered” Putong-hua

has been popular in the whole districts of this country, since it was an

officially difined as official language in China in 1955. “Putong-hua”

this common language surely contribute much to promote communica-

tions of between peoples and developments of regions in China where

56 nations coexist. The preservation of 55 minority’s languages has

been declared in a nation or region’s law. On the other hand, on

description of unacknowledged minority’s languages hasn’t been found

in Putong-hua policy, and this fact is the main reason for producing

Endangered Languages. Therefore, this paper discusses a relation

between common language and Endangered Languages in China,

which is a new topic in Chinese social linguistics.

Keyword China / Language Policy / Languages Endangered /

Ethnic Education


